
 

令和７年１１月１０日 

 

郡市区等医師会 御中 

 

大 阪 府 医 師 会 

        (公 印 省 略) 

  

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状にお悩みの方への支援について 

 

 平素は本会事業の推進に格段のご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて過日、厚生労働省から日本医師会を通じて、標記につきまして周知依頼がございました。 

 新型コロナの罹患後症状にお悩みの方が適切な医療に繋がることができるよう、以下の通り対応を

依頼するものです。 

 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知うえ、貴会会員医療機関への周知方につ

き、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

「新型コロナの罹患後症状」の定義 

WHOの定義に基づき「新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも２ヵ月以上持続し、ま

た、他の疾患による症状として説明がつかないもので、通常はCOVID-19の発症から３ヵ月経った時点

にもみられる」もの。 

症状には、疲労感、関節痛、呼吸困難、頭痛、集中力低下、味覚障害などが含まれる。 

第一「新型コロナの罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関の公表等について」 

 かかりつけ医の診療を基本として、症状に応じて専門医等へ紹介すること 

 「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関の公表等について」

（令和６年３月31日付第2305号 令和６年３月29日付でご案内）による対応を引き続き行うことの

要請、等 

第二「新型コロナの罹患後症状に関する情報の周知について」 

 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント（第3.1 

版）」の周知について (令和７年２月27日付日医発第2018号（健Ⅱ）でご案内)の活用、解説動画

やリーフレットによる情報提供 

 小児の罹患後症状の対応と教育機関等への周知について、手引きの第10章等の紹介、各自治体の

衛生主管部局より教育担当部局へ情報提供することの要請、等 

  

（参考１）新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント（第3.1 版） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001422904.pdf 

 

（参考２）解説動画 

罹患後症状 https://www.youtube.com/watch?v=owYsieRY0TY 

罹患後症状を訴える患者へのアプローチ https://www.youtube.com/watch?v=Y7We9R7ihc0 

産業医学的アプローチ https://www.youtube.com/watch?v=C_KHBStu2Ho 

 

（参考３）リーフレット  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001260388.pdf 

大阪府医師会・地域医療課 
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